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金　額(円)

租税特別措置法第28条の4第3項第6号もしくは第63条第3項第6号もしくは
第68条の69第3項第6号または第31条の2第2項第15号ニもしくは第62条
の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するも
のであることについての認定の申請に対する審査の手数料

ア　新築住宅の床面積の合計が100㎡以下の場合 5,500

イ　新築住宅の床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下の場合 7,800

ウ　新築住宅の床面積の合計が500㎡を超え2,000㎡以下の場合 12,000

エ　新築住宅の床面積の合計が2,000㎡を超え10,000㎡以下の場合 36,000

オ　新築住宅の床面積の合計が10,000㎡を超え50,000㎡以下の場合 45,000

カ　新築住宅の床面積の合計が50,000㎡を超える場合 60,000

租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第20条第3項の規定によりなお
従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前
の租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住
宅の供給に寄与するものであることについての認定または平成10年改正措置
法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税
特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供
給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査の手数料

ア　新築住宅の床面積の合計が100㎡以下の場合 5,500

イ　新築住宅の床面積の合計が100㎡を超え500㎡以下の場合 7,800

ウ　新築住宅の床面積の合計が500㎡を超え2,000㎡以下の場合 12,000

エ　新築住宅の床面積の合計が2,000㎡を超え10,000㎡以下の場合 36,000

オ　新築住宅の床面積の合計が10,000㎡を超え50,000㎡以下の場合 45,000

カ　新築住宅の床面積の合計が50,000㎡を超える場合 60,000
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